
児童生徒の安全対策を
実施しています

◆通学路の安全確保
・ ７時～８時30分のうちの１時間、通
学路の主要な交差点で、交通指導
員による登校指導を実施
・ 平日15時～16時に、市職員が市内
全域で通学路巡回パトロールを実施
◆交通安全教育
・ 市内小・中学校および義務教育学
校で、警察職員や交通指導員等を
講師として、交通安全教室を実施
◆不審者対策
・ 市内小学校および義務教育学校に
安全監視員を配置
・ 学校敷地内に24時間稼働
の防犯カメラを設置
・ 防災行政無線による児童生徒への
帰宅呼びかけ
・ 市内で不審者出没等の事案が発生
した場合、市ホームページやメー
ル配信サービス（安全・安心情報）、
市公式SNSで防犯情報を提供
  教育総務課学事保健係（  内線
318）

市民活動推進補助金を
活用してみませんか

　市では、これから活動を始めたい、
または新たな事業展開を図りたいと
いう市民団体を支援する補助金の活
用事業を募集します。
  公共的課題の解決を目的として、
主に市内で行われる事業または主
に市民を対象として行う事業

※ 特定の地区・個人・団体を対象とし
た事業、国や県等から補助金の交付
を受ける事業は対象外
※ 応募の際は、４月10日㈮ま
でに事前相談が必要です。
◆補助金額
初期的補助：上限10万円（補助率10
／10）／発展的補助：上限100万円
（補助率あり）
※交付制限あり

４月13日㈪～24日㈮に、市民生
活課市民活動推進係（内線2625）
または各行政センター地域振興係
（  253／  217／ 113）へ

令和８年度福祉タクシー利用券
および自動車等燃料費利用券
　在宅の重度心身障がい者の外出や
社会参加の機会を拡大するため、利
用券を交付します。
※ 今年度から、申請時期によって交付
枚数が異なります。
  市内在住で、障害者手帳の等級
が次のいずれかに該当する方

・身体障害者手帳１～３級
・療育手帳Ⓐ、A、B
・精神障害者保健福祉手帳 １・２級
※ 長期入院中の方、施設に入所してい
る方は対象外
  障がい者福祉課障がい者福祉係
（内線3246）／各行政センター
内福祉係（  156／  237／
144）

マイナ救急の
本格運用を開始します

　埼玉東部消防組合では、総務省
消防庁の実証実験を経て、４月１日
から救急業務の円滑化を目的として、
傷病人本人のマイナ保険
証から通院履歴や服用情
報等を活用したマイナ救
急事業を本格運用します。詳細はホ
ームページをご覧ください。
  埼玉東部消防組合消防局救急課 
☎21-0297

公共下水道供用開始
　下記の区域において、公共下水道
が使用できるようになりました。
  江面、太田袋、北青柳、下早見、
菖蒲町三箇、菖蒲町菖蒲、伊坂
北１丁目、伊坂中央２丁目、伊坂
南１丁目、伊坂南３丁目の各一部
区域
  上下水道経営課下水道経営係（
内線247）

農用地区域からの
除外の申し出を受け付けます

　農業振興地域の農用地区域内にあ
る農地は、原則として農地以外の目
的には使用できません。
　自己用住宅、農業用施設等の建築、
市内事業所の資材置場、駐車場等を
新設または拡張する場合は、除外の
申し出を行う必要があります。
　申し出にあたっては、他の農用地
に悪影響を及ぼさない土地を選定し
てください。
　また、申し出後の土地の位置や形
状、面積等の変更はできません。

 ５月11日㈪～22日㈮ ９時～11
時、13時～16時30分（平日のみ）
に、様式（農業振興課、市ホーム
ページで配布）を、農業振興課農
業振興係（  内線338・337）へ

土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧
固定資産課税台帳の無料閲覧
◆土地・家屋価格等縦覧帳簿等
　自己の土地・家屋および周辺の物
件等について、固定資産評価額等を
確認できます。
  固定資産税の納税者、納税者と同
居の親族、納税管理人

◆固定資産課税台帳
　所有する物件の課税明細を確認で
きます。（この期間に限り無料）
  固定資産の所有者、所有者と同居
の親族、納税管理人、借地・借家
人など（該当物件に限る）

【共通】
  ４月１日㈬～６月１日㈪ ８時45分
～16時30分 ※平日のみ
  資産税課、各行政センター市民係
  本人確認書類（運転免許証等）、
借地・借家人の方は賃貸借契約
書等の書類

※ 上記対象者以外は委任状または代理
人選任届が必要です。
  資産税課土地係（内線2722～
2724）、家屋係（内線2726～
2729）

▼市ホームページ ▼電子申請

 菖蒲行政センター　  栗橋行政センター　  鷲宮行政センター ※郵便番号のみ記載の場合は、所在地記入不要です。
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地域活動の拠点整備事業補助金
　市では、地域活動の拠点となる集
会施設の整備を行う自治会等に対し、
補助金を交付します。申請を検討さ
れる自治会等は、事前にご相談くだ
さい。
※ 過去５年以内に当補助金を受けた自
治会等は、以前と同一の事業種目で
の申請はできません。
対 象団体　集会施設を管理している
自治会等
対 象事業
修繕・解体等：上限100万円（補助
率２／３）／備品購入：上限50万円
（補助率２／３）
※詳細はお問い合わせください。

 ５月７日㈭～22日㈮に、市民生
活課市民活動推進係（内線2626）
または各行政センター地域振興係
（  253／  218／ 113）へ

女性活躍推進法等の改正
～４月１日から段階的に施行～

改正のポイントは以下のとおりです。
【女性活躍推進法】
①情報公表の必須項目の拡大
②プラチナえるぼし認定要件の追加
【労働施策総合推進法】
③ カスタマーハラスメント対策の義
務化

【男女雇用機会均等法】
④ 求職者等に対するセクハラ対策の
義務化

※①②：令和８年４月１日施行
※③④：令和８年10月１日施行予定
  埼玉労働局雇用環境・均等部指
導課 ☎048-600-6269

令和８年度久喜市中学生
国際親善交流事業（派遣）参加者
  ７月21日㈫～31日㈮（11日間）
  アメリカ合衆国オレゴン州ローズ
バーグ市
  久喜市の姉妹都市であるローズ
バーグ市内の中学生等の家庭へ
のホームステイなど

※ 詳細は市ホームページを
ご覧ください。
  市内在住の中学１・２年生
  約20人（超えた場合抽選）
  40万円程度（航空運賃等）
  詳細は参加者決定後の渡航準備
説明会にて説明

主 催　久喜市・ローズバーグ協会、
久喜市、久喜市教育委員会
  ４月13日㈪～５月１日㈮に、電子
申請で申し込み

※ 電子申請での手続きが難しい場合は
お問い合わせください。
  市民生活課自治振興係（内線
2623）

くき本樹塾 学習支援員
　市では放課後に中学生の学習を支
援する「くき本樹塾」を実施してい
ます。学校の教室を会場に、生徒の
学習を個別にサポートする「学習支
援員」を募集します。詳細は市ホー
ムページをご覧ください。
  指導課GIGAスクール
推進室（ 内線352）

ことばのグループ参加者
　ことばに遅れのあるこどもとその
保護者に対して、言語聴覚士が発達
支援の観点から適切な助言・指導を
行い、こどもへの関わり方や言葉か
けを学びます。
  市内在住で、おおむね３歳から就
学までの、ことばの指導が必要な
こどもとその保護者

※きょうだいでの同時参加は不可
  ５人程度
  ５月20日（面談）、６月17日、７月
15日、９月16日、10月21日、11月18
日、１月20日、３月17日 各水曜日
  おもちゃ図書館（ふれあいセンタ
ー久喜内）
４月30日㈭までに、こども家庭

保健課こども家庭係（内線3486）へ

久喜市子育て緊急サポート
サポート会員

　急な依頼によるこどもの預かり
や送迎をしてくださるサポート会員
を募集しています。年齢は問いませ
ん。安心して活動していただくため
に、保育等の講習を受講していただ
きます。
※利用会員も随時募集
  ５月17日㈰・24日㈰・30日㈯、６
月７日㈰ 各９時30分～16時30分
（全４回）
  ふれあいセンター久喜 視聴覚室

※ 保育、看護等の資格をお持ちの方は
免除できる日もあります。
  筆記用具
 ５月16日㈯までに、メールまた

は電話で、緊急サポートセンター
埼玉（ byoujihoiku@oboe.ocn.
ne.jp／☎048-297-2903）へ
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